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　　　　　　　主　　　文 

１　本件申立てをいずれも却下する。 

２　申立費用は債権者らの負担とする。 

　　　　　　　理　　　由 

第１　申立ての趣旨 

１　債務者東日本遊技機商業協同組合（以下「債務者東遊商」とい

う。）は、有限会社Ｚ（本店所在地　埼玉県上尾市《番地等略》。

以下「Ｚ」という。）に、他のパチンコ遊技機の販売業者と共同

で、債権者らに対して、その営業所への中古遊技機の設置に際し

て、中古遊技機流通健全化要綱１２条２項が定める保証書の作成及

び中古遊技機取扱業務実施要領２条が定める打刻申請を拒否させよ

うとしてはならない。 

２　債務者回胴式遊技機商業協同組合（以下「債務者回胴遊商」と

いう。）は、Ｚに、他の回胴式遊技機（以下「パチスロ遊技機」と

いうことがある。）の販売業者と共同で、債権者らに対して、その

営業所への中古遊技機の設置に際して、中古遊技機流通健全化要綱

１２条２項が定める保証書の作成及び中古遊技機取扱業務実施要領

２条が定める打刻申請を拒否させようとしてはならない。 

第２　事案の概要 

１　本件は、パチンコ・パチスロ遊技場（以下「パチンコホール」

という。）の経営（以下「パチンコホール事業」という。）を行う
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債権者らが、パチンコ遊技機及びパチスロ遊技機（以下、両者を併

せて「遊技機」ということがある。）の販売業者の事業者団体であ

る債務者らに対し、債務者らがその組合員である販売業者に対して

原告との間で中古遊技機の設置に係る許認可に必要となる保証書作

成及び打刻申請の業務をすることを拒絶させるようにしており、当

該行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２

２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）８条５号が定め

る不公正な取引方法（同法２条９項１号イ所定の共同の取引拒絶）

の勧奨行為に当たるとして、同法２４条に基づき、当該行為の差止

めを求める事案である。 

２　関係法令の定め等 

　関係法令の定め及びパチンコホール営業者（パチンコホール事業

を行う営業者をいう。以下同じ）の規制等の概要（以下「関係法令

の定め等」という。）は、要旨、別紙１のとおりである（同別紙で

定義した略語は、本文においても用いる。）。 

３　前提事実（後掲証拠又は審尋の全趣旨により容易に認められる

事実） 

（１）当事者及びパチンコ・パチスロ事業者団体 

ア　債権者株式会社Ｘ１（以下「債権者Ｘ１」という。）は、パチ

ンコ遊技場経営を目的とする株式会社である。 

　債権者株式会社Ｘ２（以下「債権者Ｘ２」という。）は、パチン

コ遊技場経営等を目的とする株式会社である。 

　債権者らは、東京都、埼玉県、神奈川県、茨城県及び千葉県でパ

チンコホール事業を営むパチンコホール営業者であり、現在、上記

都道府県において、「Ａ」という店舗名で、合計３０店舗（債権者
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Ｘ１が１８店舗、債権者Ｘ２が１２店舗。なお、令和２年１０月２

１日当時は、合計３１店舗）のパチンコホールを経営している。 

イ　遊技機販売事業者団体 

（ア）債務者東遊商は、パチンコ遊技機等の販売業者を組合員とす

る中小企業等協同組合法上の事業協同組合である。 

　債務者東遊商は、全国に８つ存在するパチンコ遊技機等の販売業

者の協同組合（以下「地区遊商」という。）の１つであり、これら

の協同組合は全国遊技機商業協同組合連合会（以下「全商協」とい

う。）の組合員である。全商協は、中小企業等協同組合法上の協同

組合連合会であり、中古パチンコ遊技機に貼付する確認証紙の発行

等を主な事業としている。また、大多数のパチンコ遊技機販売業者

が地区遊商を通じて全商協に加盟している。 

（イ）債務者回胴遊商は、パチスロ遊技機の販売業者約６００社

（全国のパチスロ遊技機販売業者のほぼ全て）が加盟する中小企業

等協同組合法上の事業協同組合である。 

（ウ）Ｚは、パチンコ遊技機、パチスロ遊技機の販売等を目的とす

る特例有限会社である。Ｚは、債務者東遊商及び債務者回胴遊商の

組合員である。 

ウ　遊技機製造事業者団体 

（ア）日本遊技機工業組合（以下「日工組」という。）は、パチン

コ遊技機メーカー３６社（全国のパチンコ遊技機メーカーのほぼ全

て）が加盟する中小企業団体の組織に関する法律上の商工組合であ

る。 

（イ）日本電動式遊技機工業協同組合（以下「日電協」という。）

は、パチスロ遊技機メーカー２１社（全国のパチスロ遊技機メー
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カーのほぼ全て）が加盟する中小企業等協同組合法上の協同組合で

ある。 

エ　パチンコホール事業団体 

　全日本遊技事業協同組合連合会（以下「全日遊連」という。）

は、各都道府県に存在するパチンコホール事業の協同組合（以下

「都道府県遊協」という。）で構成される中小企業等協同組合法上

の協同組合連合会である。都道府県遊協には、全国のパチンコホー

ル営業者の約９３％が加盟しており、パチンコホール営業者は、パ

チンコホール店舗が存在する都道府県に対応する都道府県遊協に加

盟している。なお、債権者らは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉

県及び茨城県の都道府県遊協に加盟している。 

オ　その他業界団体 

（ア）一般社団法人日本遊技機関連事業協会（以下「日遊協」とい

う。）は、遊技業（パチンコホール事業）、遊技機製造業、遊技関

連設備製造業その他の遊技業に関連する各種事業の相互の連携を図

ること等を目的として設立された一般社団法人であり、遊技業に関

連した企業が加盟する業界横断的組織である。 

（イ）パチンコ・パチスロ産業２１世紀会（以下「２１世紀会」と

いう。）は、遊技業界の健全な発展を目指して業界各団体の相互の

連携と意思の疎通を図ることにより、業界の健全な発展に寄与する

ことを目的に設立された団体である。２１世紀会は、全日遊連、日

遊協、日工組、日電協、全商協及び債務者回胴遊商の６団体を中心

として構成されている。 

（ウ）中古機流通協議会は、中古遊技機の流通の安全及び取扱いの

円滑化を図り、もって中古遊技機の流通の健全化に寄与することを

目的として、必要な事項を協議するために設立された団体であり、
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日遊協、全日遊連、日工組、日電協、全商協及び債務者回胴遊商を

構成団体とする。中古機流通協議会は、確認証紙の発行、中古遊技

機に関する情報の交換、遊技機の認定申請に係る業務、取扱主任者

の認定要件等をその業務としている。 

（２）中古遊技機の移動に関する業界団体のルール 

ア　日遊協は、遊技機取扱主任者に関する規程を定め、本件添付書

面（関係法令の定め等１（４）。内閣府令１条１１号ハ（２））の

規定に関し、遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると

認められる者として、遊技機取扱主任者（以下「取扱主任者」とい

う。）の認定制度を設けている。 

イ　中古機流通協議会は、中古遊技機流通健全化要綱及び中古遊技

機取扱業務実施要領を定め、中古遊技機に係る変更承認申請の添付

書類である本件添付書面の関係について、以下の定めを置いてい

る。 

（ア）遊技機販売業者に所属する取扱主任者は、中古遊技機の点検

確認の結果、中古遊技機に異常が認められないときは、保証書を作

成し、所属する販売業者に提出する（中古遊技機流通健全化要綱１

２条２項）。 

（イ）取扱主任者が作成し、所属する販売業者に提出した保証書

は、当該中古機の検定通知書の写しとともに、これを所管する全商

協傘下の地区遊商又は債務者回胴遊商に申請し、中古機流通協議会

印（以下「協議会印」という。）の打刻を受けなければならない

（中古遊技機取扱業務実施要領２条） 

（ウ）パチンコホール営業者は、中古遊技機の設置に伴い公安委員

会に提出する営業許可又は変更承認の申請書には、協議会印の打刻

された保証書を添付する（中古遊技機流通健全化要綱１３条１項
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（２））。協議会印の打刻された保証書は、販売業者がパチンコ

ホール営業者に対して交付する（同条２項）。 

（エ）全商協及び債務者回胴遊商は、中古遊技機及び認定を受けよ

うとする遊技機の点検確認の責任を明らかにするため、中古機流通

協議会の委嘱を受け、中古用及び認定申請用の２種類の確認証紙を

発行する（中古遊技機流通健全化要綱１５条１項）。確認証紙は、

取扱主任者が営業所に設置された中古遊技機等を点検確認した後、

当該遊技機に貼付する（同条２項）。 

ウ　上記イの中古遊技機流通健全化要綱及び中古遊技機取扱業務実

施要領の定めによれば、パチンコホール営業者が、検定機である中

古遊技機を設置するに際し、公安委員会の承認を得るまでの流れ

は、以下のとおりとなる。 

（ア）パチンコホール営業者は、遊技機販売業者に対し、中古遊技

機の点検確認及び保証書作成（変更承認申請書の添付書類への打刻

申請及び確認証紙の発行に係る事務を含む。）を依頼する。 

（イ）遊技機販売業者は、パチンコホール営業者の依頼に応じて、

所属する取扱主任者をして中古遊技機の点検確認を行わせ、異常が

ないと認められれば保証書を作成させ、その提出を受ける。 

（ウ）遊技機販売業者は、作成した保証書を含め、変更承認申請書

の添付書類に協議会印を打刻してもらうため、これらを添付した打

刻申請書を当該遊技機販売業者が所属する地区遊商（パチンコ遊技

機の場合）又は債務者回胴遊商（パチスロ遊技機の場合）に提出す

る。 

（エ）地区遊商が、遊技機販売業者から打刻申請書を受領した場

合、地区遊商は、遊技機販売業者による点検確認に不備がないかの

確認を行った上で、全商協に報告し、全商協から確認証紙の発行を
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受ける。その後、地区遊商が変更承認申請書の添付書類に協議会印

の打刻をし、打刻済み書類及び確認証紙を併せて遊技機販売業者に

交付する。 

　債務者回胴遊商が遊技機販売業者から打刻申請書を受領した場合

には、債務者回胴遊商は、上記の地区遊商の場合と同様に、遊技機

販売業者による点検確認について不備がないかの確認を行った上

で、確認証紙を発行する。そして、変更承認申請書の添付書類に協

議会印の打刻をし、打刻済み書類及び確認証紙を併せて遊技機販売

業者に交付する。 

（オ）遊技機販売業者は、打刻済み書類をパチンコホール営業者に

交付し、その後、パチンコホール営業者は、保証書の発行に係る手

数料を遊技機販売業者に対して支払う。 

（カ）パチンコホール営業者は、公安委員会に対し、打刻済み書類

を添付した変更承認申請書を提出し、変更承認申請を行う。 

（３）遊技機の出玉基準の見直しに係る規則改正及び経過措置期間

の設定 

ア　平成２９年９月４日、遊技機の認定機の認定基準及び検定機の

検定基準について、新たに、４時間（パチンコ遊技機）又は１６０

０回（パチスロ遊技機）にわたり遊技球又は遊技メダルを連続して

使用したときに獲得できる遊技球の数が使用した遊技球等の数の

１・５倍を超えないことという基準が追加され、また、１時間又は

１０時間当たりの遊技球等の獲得数についても従前の基準の３分の

２程度の水準とするなど、出玉の数を規制する内容の法令の改定が

行われた（以下、同法令の改正を「出玉基準の見直し」ということ

がある。認定基準について風営法施行規則８条、検定基準について

検定規則６条、別表第４）。 
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　上記各改正に係る風営法施行規則及び検定規則の改正は、いずれ

も平成３０年２月１日に施行されたが、改正前の基準による認定を

受けた遊技機又は検定を受けた型式に属する遊技機（以下「旧規則

機」という。また、改正後の基準による認定を受けた遊技機又は検

定を受けた型式に属する遊技機を、以下「新規則機」という。）に

ついて、認定日又は検定の公示がされた日から３年間は、引き続き

営業所への設置が認められた（以下、上記３年間の期間を「当初経

過措置期間」という。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の

一部を改正する規則（平成２９年国家公安委員会規則第９号）附則

４条）。 

イ　経過措置期間の改正 

　令和２年５月２０日、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則

の一部を改正する規則の一部を改正する規則（令和２年国家公安委

員会規則第７号）が公布施行され、旧規則機に係る当初経過措置期

間は、３年間から４年間に変更された（以下、変更後の４年間の期

間を「本件経過措置期間」といい、令和２年国家公安委員会規則第

７号による経過措置期間の改正を「本件経過措置期間改正」とい

う。）。 

（４）自主的撤去計画の公表及びホール営業者に対する受入れの要

請 

ア　２１世紀会は、令和２年５月２０日、以下の事項を決議した。 

（ア）当初経過措置期間によって令和２年１２月３１日までに認定

又は検定の有効期間が満了する旧規則機の取扱いについては、

〔１〕高射幸性パチスロ遊技機については、それぞれ当初の有効期
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間満了日までに撤去するものとする、〔２〕パチンコ遊技機のう

ち、羽根モノ、ちょいパチ、甘デジ（ＴＳ１００未満）及びパチス

ロ遊技機のうちノーマルＡタイプは、当初の有効期間の満了日から

７か月以内に順次撤去を行う、〔３〕それら以外のものについて

は、令和２年１２月３１日までに撤去することとし、同年５月２０

日時点の設置台数の１５％を目途に毎月撤去を行う。 

（イ）当初経過措置期間によって令和３年１月１日以降に認定又は

検定の有効期間が満了する旧規則機の取扱いについては、高射幸性

パチスロ遊技機についてはそれぞれ当初の有効期間の満了日までに

撤去するものとする、〔２〕それら以外の遊技機については、令和

３年１１月３０日までに撤去することとし、同年１月３１日時点の

設置台数の１５％を目途に毎月撤去を行う（以下、上記（ア）及び

（イ）の内容の撤去計画を「本件撤去計画」という。）。 

イ　全日遊連は、令和２年５月２０日、都道府県遊協に対し、上記

アの２１世紀会の決議があった旨を通知した上で、パチンコホール

営業者に対し、上記決議内容を遵守する旨の誓約書（以下「誓約

書」という。）を提出することを求めた。 

ウ　６団体代表者会議（全日遊連、日遊協、日工組、日電工、全商

協及び債務者回胴遊商で構成される団体）において、これら６団体

は、令和２年５月２１日、全商協及び債務者回胴遊商が誓約書を提

出しないパチンコホール営業者（以下「誓約書未提出ホール営業

者」ということがある。）に対して保証書の発行を留保すること等

を合意した。 

エ　中古機流通協議会は、令和２年９月１４日、全商協及び債務者

回胴遊商に対して、誓約書未提出ホール営業者に対しては中古機流

通協議会の確認証紙の発行を留保するよう要請した。また、中古機
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流通協議会は、同月２５日、その構成団体（全日遊連、日遊協、日

工組、日電工、全商協及び債務者回胴遊商）に対し、上記要請をし

たこと等が記載された「中古機流通協議会の協議について」と題す

る文書を発出した。 

オ　中古機流通協議会は、令和２年１０月５日、同月１８日までに

誓約書を提出しないパチンコホール営業者に対しては、同月１９日

から確認証紙の発行を留保すること、発給留保中であっても一度の

入替えで該当する全ての遊技機の撤去を完了する場合には確認証紙

の発行を可能とすること等を決定し、その旨を構成団体に対して通

知した。 

カ　債務者東遊商は、令和２年１０月１９日、その組合員に対し、

上記オの決定に従い、同日以降に誓約書の提出がない営業所に対し

て確認証紙の発行を留保する旨の通知をした。Ｚは、債権者らに対

し、同日、東遊商からの要請を受けて、パチンコ遊技機について保

証書作成及び打刻申請の対応ができない旨を口頭で通知した。 

キ　債務者回胴遊商は、令和２年１０月２１日、その組合員に対

し、同内容の通知をし、同日、債務者回胴遊商からの要請を受け

て、パチスロ遊技機についても保証書作成及び打刻申請の対応がで

きない旨を口頭で通知した。 

ク　令和２年１０月２１日時点で、誓約書を提出していない店舗の

うち休業中でないものは、債権者らの運営する３１店舗のほか、４

店舗の合計３５店舗であった。 

３　争点及び当事者の主張の要旨 

　債権者らは、骨子、〔１〕被保全権利として、事業者団体である

債務者らが、遊技機販売事業者であるＺに対し、中古遊技機の設置

に必要となる保証書作成行為及び打刻申請行為を拒否するよう要請
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したこと（以下、Ｚの債権者らに対する保証書作成及び打刻申請に

係る業務の拒否を「本件措置」という。）は、事業者であるＺに独

占禁止法２条９項１号イ所定の共同の取引拒絶に該当する本件措置

を勧奨するものであり、同法８条５号の「事業者に不公正な取引方

法に該当する行為をさせるようにすること」に該当し、債権者らに

おいてこれにより著しい損害を生ずるおそれがあるから、同法２４

条に基づき債務者らの上記行為の差止請求権を有し、〔３〕民事保

全法２３条２項の保全の必要性があると主張する。これに対し、債

務者らは、骨子、〔１〕被保全権利に関しては、本件措置は独占禁

止法上の違法がなく、Ｚに対する働きかけも行っていない、本件措

置によって債権者らに著しい損害が生ずるおそれはないなどと主張

し、〔２〕保全の必要性も認められないと主張する。 

　したがって、本件の争点は、以下のとおりとなる。争点に関する

当事者の主張の要旨は、別紙２のとおりである。 

（１）被保全権利の有無 

ア　本件措置に対する独占禁止法適用の可否（争点１） 

イ　本件措置の独占禁止法２条９項１号イ所定の供給拒絶該当性

（争点２） 

ウ　本件措置の独占禁止法２条９項１号所定の共同行為該当性（争

点３） 

エ　本件措置の正当な理由（独占禁止法２条９項１号）の有無（争

点４） 

オ　債務者らによる本件措置の勧奨行為（独占禁止法８条５号）の

有無（争点５） 

カ　著しい損害のおそれの有無（争点６） 

（２）保全の必要性の有無（争点７） 
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第３　当裁判所の判断 

１　争点１（本件措置に対する独占禁止法適用の可否） 

　債務者東遊商は、風営法が規律する分野においては、同法が独占

禁止法に優先して適用される結果、独占禁止法違反は生じないとこ

ろ、本件措置は、風営法施行規則等の改正によって、旧規則機の設

置が禁止されたことから、その経過措置期間中の旧規則機の撤去に

関してされたものであることからすると、独占禁止法の適用がない

などと主張する。 

　しかしながら、そもそも本件経過措置期間中においては、旧規則

機の設置は風営法上違法と評価されるものではなく、本件措置は、

その時点で風営法上許容されている中古遊技機の設置に関してされ

たものといわざるを得ないこと等に照らすと、債務者東遊商の主張

は、その前提を欠くというべきであり、採用することができない。 

２　争点２（本件措置の独占禁止法２条９項１号イ所定の供給拒絶

該当性）について 

（１）関係法令の定め等及び前提事実（２）イ・ウによれば、パチ

ンコホール営業者は、検定機である中古遊技機を遊技機販売業者か

ら購入して店舗に設置する場合、公安委員会の変更承認を得るた

め、中古機流通協議会の中古遊技機流通健全化要綱及び中古遊技機

取扱業務実施要領の定めに従い、当該遊技機販売業者に対し、保証

書作成及び打刻申請の業務を依頼することが必要であり、当該遊技

機販売業者から打刻済み書類の交付を受けることができなければ、

公安委員会に対する変更申請書を提出してその変更承認を受けるこ

とができず、上記中古遊技機を店舗に設置することができないこと

となる。 
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　そうすると、遊技機販売業者が、パチンコホール営業者に対し、

保証書作成及び打刻申請の業務の依頼を拒否することは、独占禁止

法２条９項１号の「供給を拒絶」する行為に該当するものと解され

る。 

（２）これを本件についてみると、前提事実及び後掲証拠《略》に

よれば、債務者東遊商及び債務者回胴遊商を含む業界団体は、令和

２年５月２０日、２１世紀会において本件撤去計画の決議をし（前

提事実（４）ア）、その後、誓約書未提出ホール営業者に対する保

証書の発行の留保等を合意した上（前提事実（４）ウ）、中古機流

通協議会において本件撤去計画の遵守及びこれに従わない誓約書未

提出ホール営業者に対する確認証紙の発行の留保等の決定及び構成

員に対する通知等をした（前提事実（４）エ～キ）。これを受け

て、Ｚは、債権者らに対し、令和２年１０月１９日、東遊商からの

要請を受けて、パチンコ遊技機について保証書作成及び打刻申請の

対応ができない旨を通知し，同月２１日には、債務者回胴遊商から

の要請を受けて、パチスロ遊技機についても保証書作成及び打刻申

請の対応ができない旨を通知した（前提事実（４）カ・キ）という

のである。 

　したがって、Ｚが債権者らに対して保証書作成及び打刻申請の対

応をあらかじめ拒絶するという本件措置は、独占禁止法２条９項１

号の「供給を拒絶」する行為に該当するといわざるを得ない。　 

（３）これに対し、債務者らは、Ｚが行う保証書作成及び打刻申請

は、中古機流通協議会が定めた自主的ルールに関するものであるこ

とを理由に、それらの行為は供給されるべき役務に該当しないた

め、「供給を拒絶」することに該当しないと主張する。 
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　しかし、保証書作成及び打刻申請は、パチンコホール営業者が検

定機である中古遊技機の設置をするために当該遊技機販売事業者か

ら提供を受ける必要があるものであることは上記（１）のとおりで

あり、Ｚが債権者らに対してその対応をあらかじめ拒絶することが

独占禁止法２条９項１号の「供給を拒絶」する行為に当たることは

上記（２）のとおりである。 

　したがって、債務者らの上記主張は採用することができない。 

３　争点３（本件措置の独占禁止法２条９項１号所定の共同行為該

当性）について 

（１）独占禁止法２条９項１号にいう「競争者と共同して」同号所

定の行為をしたというためには、他の競争者との間で意思の連絡が

必要であるが、必ずしも競争者間で明示的に合意することまでは必

要なく、他の競争者の上記行為を認識ないし予測して暗黙のうちに

これを認容して歩調をそろえる意思があれば足りると解すべきであ

る。 

（２）これを本件についてみると、上記２（２）で説示した債務者

東遊商及び債務者回胴遊商を含む業界団体による本件撤去計画の決

定及び構成団体等に対する通知等の経緯に加え、取扱主任者は、保

証書作成の主体であるものの、中古遊技機流通健全化要綱上、遊技

機の点検を終えた後に全商協又は債務者回胴遊商が発給する確認証

紙を当該遊技機に貼付することとされ、また、保証書を含む変更承

認申請書類一式には協議会印（中古機流通協議会印）の打刻が必要

となること（前提事実（２））等に照らすと、上記業界団体による

要請ないし通知は、債務者東遊商又は債務者回胴遊商の組合員であ

る遊技機販売業者に所属する取扱主任者に対し、誓約書未提出ホー

15



2021-03-30遊技機東京地決

ル営業者のために保証書作成及び打刻申請の業務をしないよう要請

するものであるといえる。 

　そして、遊技機販売業者は、業界団体であり遊技機販売業者の大

多数が地区遊商を通じて所属する全商協又はその加盟する債務者回

胴遊商から、上記のような要請を受ければ、当該要請に従うことが

合理的に見込まれ、当該遊技機販売業者において、他の遊技機販売

業者もこれに従うであろうことも容易に予測でき、暗黙のうちにこ

れを認容して歩調をそろえる意思が存するといえる。したがって、

Ｚが誓約書未提出ホール営業者である債権者らに対して保証書作成

及び打刻申請の対応をあらかじめ拒絶するという本件措置は、これ

をすることにつきＺと他の遊技機販売業者との間で意思の連絡があ

るといえ、独占禁止法２条９項１号にいう「競争者と共同して」

行っているものに当たるというべきである。 

（３）これに対し、債務者らは、Ｚが他の競争者と共同して債権者

らへの保証書作成及び打刻申請を拒絶している事実はないと主張す

るが、上記（２）で説示したところに照らして、採用することがで

きない。 

４　争点４（本件措置の正当な理由（独占禁止法２条９項１号）の

有無）について 

（１）競争者と共同して独占禁止法２条９項１号イ所定の取引拒絶

行為をした場合においても、「正当な理由」があるときは、「不公

正な取引方法」に該当しないところ、上記「正当な理由」の有無に

ついては、独占禁止法が、公正かつ自由な競争を促進すること等に

より、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で

健全な発達を促進することを目的としていること（１条）等を踏ま

え、当該取引拒絶行為の目的の正当性の有無及び当該取引拒絶行為
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の手段としての相当性を総合的に考慮して判断するのが相当であ

る。 

　これを本件についてみると、関係法令の定め等、前提事実及び後

掲証拠《略》並びに審尋の全趣旨によれば、次の（２）及び（３）

のとおり指摘することができる。 

（２）目的の正当性について 

ア　本件措置は、誓約書未提出ホール営業者に対し、本件撤去計画

に従って計画的に旧規則機を廃棄するように促すことを目的にした

ものである（前提事実（４）ア）。旧規則機については、平成２９

年の出玉基準の見直しによって、射幸性の高さを抑制する観点か

ら、風営法施行規則の改正によってその設置が許されなくなったも

のである（前提事実（３））。また、このような出玉基準の見直し

によって相当程度の数の旧規則機が廃棄されることとなるところ、

各パチンコホール営業者がこれを法令上の設置期限の日まで使用し

続けた場合には、一度に大量の廃棄が生ずる結果、その適正処理に

困難が生ずる可能性があり、過去には、撤去された遊技機の不適正

な処理やパチンコホール営業者の敷地内の屋外に野積みされたこと

が社会問題となり、遊技機業界への世間からの非難が高まってい

た。これらの事情に照らせば、上記の問題を生じないようすべく法

令上の設置期限より早く旧規則機を撤去させる本件撤去計画を推進

することは、合理的であるといえる。現に、旧規則機の計画的撤去

及び本件経過措置期間の期限間際の廃棄集中による混乱の回避と

いった点については、風営法を所管する警察庁から、講和等の形式

で、繰り返し要請されていたところである。 

　この点について、債権者らは、パチンコホール営業者において

は、保有する旧規則機の全てを法令上の設置期限まで設置するもの
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ではなく、実際には、旧規則機のうち稼働率の高いもの以外は法令

上の設置期限を待たずに撤去することになるため、使用済遊技機の

廃棄集中のおそれがそれほど高いといえるかには疑問がある旨を主

張する。しかしながら、上記のとおり、相当多数の旧規則機の廃棄

が生ずることが見込まれる状況下で、法令上の設置期限が全ての旧

規則機について一度に到来するものではないとしても、計画的な撤

去を行わない限り、上記で指摘した撤去された遊技機の不適正な処

理や野積み等の問題が生ずるおそれがあることは否定できない。 

イ　他方で、本件措置によるパチンコホール事業市場における競争

制限の弊害の程度についてみると、遊技機の設置の際の変更承認申

請には、添付書類として、本件添付書面の提出が求められるところ

（関係法令の定め等１（４）。内閣府令１条１１号ハ（２）参

照）、中古機流通協議会の中古遊技機流通健全化要綱及び中古遊技

機取扱業務実施要領は、本件添付書面に該当するものとして、取扱

主任者が点検確認した結果作成する保証書を掲げ、取扱主任者が確

認した遊技機について確認証紙を発行するとともに添付書類に協議

会印を打刻することにより、当該点検確認の適正さを担保すること

とされている（前提事実（２）イ・ウ）。そして、取扱主任者の作

成する保証書のほかに、本件添付書面に該当するものが存在するこ

とはうかがわれない。また、本件添付書面の作成主体としては、

「公安委員会が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うに足りる能力

を有すると認める者」のほかに、当該遊技機の製造業者が本件添付

書面を作成することができるとされているところ（関係法令の定め

等１（４）。内閣府令１条１１号ハ（２））、少なくとも日工組に

加盟している遊技機製造業者がこれを作成していることはうかがわ

れない。 
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　したがって、本件措置は、中古遊技機の設置のための手段の多く

を制限するものであり、パチンコホール事業に対する影響は小さい

とはいえない。 

　しかしながら、本件措置は、パチンコホール事業の実施継続それ

自体を直接に制限するものではなく、また、少なくとも一部のパチ

スロ遊技機については、製造業者による保証書作成が行われている

から、本件措置が行われている状況下でも一切の遊技機の設置がで

きなくなるものとはいえない。さらに、中古遊技機の設置には、検

定機のほかに、認定機の移動もあり得るから、その移動の範囲が同

一都道府県内の同一の営業者が設置する店舗間におけるものに限ら

れ（前提事実）、検定機である中古遊技機の移動と同一視できるも

のとまではいえないものの、本件措置によって遊技機の入替えが不

可能になるとまではいえない。 

ウ　以上の事情を総合考慮すれば、本件措置がパチンコホール事業

に与える競争制限の弊害の程度は小さいとまではいえないものの、

本件措置が達成しようとする事項の公益性、重要性に照らせば、本

件措置の目的の正当性を認めることができるというべきである。 

（３）手段の相当性について 

ア　本件措置は、上記（２）で述べた目的を達成するために必要か

つ合理的な範囲にとどまるものであれば、手段としての相当性が認

められると解すべきである。本件措置の対象者は、誓約書を提出し

ないパチンコホール営業者すなわち、本件撤去計画に従わないパチ

ンコホール営業者であるから、本件措置を行うことは、本件撤去計

画に従った計画的な旧規則機の撤去を行うことを促す効果があるも

のといえる。また、本件撤去計画は、射幸性の高低に応じて、パチ

ンコ遊技機については２種類に分け、パチスロ遊技機については３
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種類に分けた上で、当初の検定期限切れの時期に応じて撤去の期限

を定めるものであり（前提事実（４）ア（ア））、その内容に一定

の合理性を認めることができる上、本件撤去計画の内容が令和２年

５月に公表された後、本件措置は、同年１０月１９日又は同月２１

日から開始されており（前提事実（４）ア～ク）、計画の公表から

誓約書未提出ホール営業者に対する不利益措置である本件措置の実

施まで約５か月間が設けられていた。これらの事情にも鑑みれば、

本件措置は、誓約書未提出ホール営業者であるパチンコホール営業

者に対して過大な不利益を必要かつ合理的な範囲を超えて課すもの

とは認められない。 

イ　これに対し、債権者らは、法令上の設置期限を経過した旧規則

機については、一定期間倉庫に保管することによって廃棄の集中を

避けることが可能である上、都道府県遊協が各組合員に使用済遊技

機の廃棄台数及び廃棄の見込時期を提出させ、合理的な廃棄計画を

定めるよう指導や調整をすること等によっても、使用済遊技機の廃

棄の集中ないし回収時の混乱防止は可能であるとして、より制限的

でない他の手段があるから、本件措置には相当性が認められない旨

を主張する。 

　しかし、仮に債権者らの主張するようなより制限的でない他の手

段があったとしても、本件では、パチンコホール営業者の敷地内で

あっても、屋外に保管された場合には、野積みされる可能性がある

ほか、相当多数の旧規則機の廃棄が発生する状況下で、パチンコ

ホール営業者の屋内の倉庫の容量等の限界から、撤去された旧規則

機が適正保管されないおそれもあること、債権者らが主張するよう

なパチンコホール営業者に対する指導等をするとしても、任意の指

導等にとどまる以上、どこまで実効性があるかは不明といわざるを
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得ないことに照らせば、債権者らの主張する上記各手法によって、

本件措置と同程度の効果をもって上記（２）アの目的を達成できる

とまでは認めることができない。債権者らの上記主張は採用するこ

とができない。 

ウ　また、債権者らは、旧規則機であるか否かにかかわらず、あら

ゆる中古遊技機を対象として行う本件措置は、手段として過度に広

範かつ強力であり、相当性を欠く旨を主張する。 

　しかし、上記（２）のとおり、本件撤去計画の目的の一つが計画

的な撤去によって不適正廃棄や野積み問題が生ずることを防止する

ことにある点に鑑みれば、本件撤去計画のように一律に撤去計画を

定めて、当該計画に従わない者に対して一定程度の不利益を課すと

いうこと自体は許容されるというべきであり、また、上記（２）イ

及び上記イで述べた点を考慮すれば、本件措置の対象となる中古遊

技機が旧規則機に限定されていないことの一事をもって、本件措置

が過度に広範かつ強力な手段であるということはできない。債権者

らの上記主張は採用することができない。 

エ　そうすると、本件措置がパチンコホール事業に与える競争制限

の弊害の程度が上記（２）イのとおり小さくないことを十分しん酌

しても、本件措置の手段としての相当性を否定することはできない

というべきである。 

（４）以上の諸事情を総合考慮すれば、Ｚが誓約書未提出ホール営

業者である債権者らに対して保証書作成及び打刻申請の対応をあら

かじめ拒絶するという本件措置は、これをすることに独占禁止法２

条９項１号の「正当な理由」があるということができるから、不公

正な取引方法に該当しない。 
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（５）したがって、被保全権利に関する債権者らの主張は、その余

の争点（争点５及び同６）を判断するまでもなく、理由がないが、

当事者の主張に鑑み、争点６についても検討する。 

５　争点６（著しい損害のおそれの有無）について 

（１）独占禁止法２４条にいう「著しい損害を生じ、又は生ずるお

それ」があるか否かは、同条所定の独占禁止法違反行為による利益

の侵害の態様及び程度並びにこれによる損害の性質、程度及び損害

の回復の困難の程度等を総合考慮して判断すべきものと解される。 

（２）この点について、債権者らは、本件措置により営業所への中

古遊技機の設置ができない状況が継続すると、債権者らが展開する

３１店舗のうち、令和２年１１月６日時点から約６０日後には、債

権者らにおいて遊技機を設置してから撤去するまでの平均日数であ

る２００日を超える遊技機が全体に占める割合が、全店平均で７

９・６％となり、店舗に設置されている遊技機の大部分が、従来で

は稼働率の低い遊技機に位置づけられるようなもので占められるこ

ととなり、さらに、同時点から約６０日後には、７店舗が、９０日

後には９店舗が、１２０日後にも９店舗が、３６０日後には１８店

舗が赤字となる見込みであり、このままでは、債権者らがこれらの

店舗を閉店して、当該地城におけるパチンコホール事業から撤退す

ることが合理的に見込まれる旨を主張する。 

　しかしながら、債権者らが上記主張の根拠として提出する証拠

《略》は、その計算過程が明らかでなく、これによって直ちにその

主張どおりの損害が生ずるとは認め難い。 

　また、一件記録を精査しても、全ての遊技機が、設置後期間が経

過するに従って稼働率が下がることを認めるに足りないところ、か

えって、旧規則機は、射幸性が高いものとして撤去が義務付けられ

22



2021-03-30遊技機東京地決

たものであり、一般に、その粗利率も一般に高く、パチンコホール

事業の顧客を誘引する力が強いということができる。そうすると、

旧規則機を設置し続ける債権者らは、本件撤去計画に従って旧規則

機を計画的に撤去するパチンコホール営業者と比較して、旧規則機

の設置という観点からは、顧客獲得競争上、一定程度優位な立場に

あるといえ、仮に本件措置により債権者らの利益が侵害されている

としても、他方において、当該パチンコホール営業者との関係で上

記のような優位な立場を享受するという利益を得ているといわざる

を得ない。しかも旧規則機の設置が許容される本件経過措置期間は

当初経過措置期間より１年伸長されたにとどまることをも併せ考慮

すれば、仮に債権者らにおいて本件措置により一定程度の損害を生

ずるおそれがあったとしても、それが事後的に損害賠償請求による

救済により回復し難いものであるとまではいえない。 

　なお、この点について、債権者らは、旧規則機であることから直

ちに新規則機と比較して射幸性が高いことにはならず、顧客は遊技

球等の獲得性能よりも、演出の楽しさ等を考慮して使用する遊技機

を選択しているのであるから、旧規則機を設置することが他のパチ

ンコホール営業者と比較して競争上優位な立場になるとはいえない

などと主張する。しかしながら、ギャンブル依存対策として出玉基

準の見直しが行われ、射幸性が高いとされた旧規則機の撤去が規則

改正によって決められた経緯に鑑みれば（前提事実（３））、旧規

則機一般について新規則機と比較して顧客誘引力が強いことは否定

できず、旧規則機の一部に新規則機よりも射幸性の低いものがある

ことや、顧客の中に遊技球等の獲得性能ないし射幸性よりも演出等

を重視する者がいることは、上記結論を左右しない。 

23



2021-03-30遊技機東京地決

（３）これらの事情に照らすと、債権者らにおいて、本件措置によ

り著しい損害が生ずるおそれがあるとは認められない。債権者らの

上記（２）の主張は採用することができない。 

（４）したがって、被保全権利に関する債権者らの主張は、以上の

点からも理由がないといわざるを得ない。 

６　争点７（保全の必要性の有無）について 

　仮の地位を定める仮処分は、争いがある権利関係について債権者

に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためにこれを必要とす

るときに発せられるところ（民事保全法２３条２項）、上記５で検

討したところによれば、債権者らにおいて本件措置により著しい損

害が生ずるとまではいえないのであるから、上記のような保全の必

要性も認めることができない。 

第４　結論 

　よって、本件申立ては、被保全権利及び保全の必要性のいずれも

認めることができず、理由がないから、却下することとして、主文

のとおり決定する。 

（裁判長裁判官　林史高　裁判官　吉岡正豊　加賀谷友行） 
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別紙１　関係法令の定め等 

１　パチンコホール営業者の規制について 

（１）営業者の所在地を管轄する都道府県公安委員会（以下「公安

委員会」という。）は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律（昭和２３年法律第１２２号。以下「風営法」という。）

２条１項４号の営業（ぱちんこ店その他風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律施行令８条で定める営業に限る。）につい

て、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心

をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準

に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができ

（風営法４条４項。具体的な基準については、風営法施行規則８条

が規定する。）、上記営業を営む風俗営業者（以下「ぱちんこ屋等

営業者」という。）は、その営業所に、当該基準に該当する遊技機

を設置してその営業を営んではならない（同法２０条１項）。 

　なお、パチンコホール営業者は、ぱちんこ屋等営業者に当たる。 

（２）ぱちんこ屋等営業者がその営業所に設置する遊技機には、上

記（１）の基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けたもの

（以下「認定機」という。風営法２０条２項）及び、公安委員会が

風営法２０条３項所定の技術上の規格を定めた場合の当該規格に適

合している旨の公安委員会の検定を受けたもの（以下「検定機」と

いう。同条４項）がある。 

　認定機の認定手続は、検定を受けた型式に属する遊技機につい

て、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和６０年国家

公安委員会規則第４号。以下「検定規則」という。）で定める当該

検定の有効期間が経過した後も引き続き使用しようとする場合（検

定規則１条３項２号）、パチンコ遊技機、パチスロ遊技機、アレン
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ジボール遊技機及びじやん球遊技機以外の型式の検定の対象にされ

ていない種類の遊技機を設置しようとする場合（同項３号）等に、

ぱちんこ屋等営業者が営業所に設置済みの遊技機１台１台を対象

に、上記基準に該当しないかどうかの公安委員会の審査を受けるこ

とができる任意の手続である。認定の有効期間は、その認定を受け

た日から３年間である（検定規則４条）。 

　検定は、同じ型式の遊技機が多数製造され、又は販売されるよう

な場合に、この型式が検定規則６条で定める技術上の規格に適合し

ていることを公安委員会が確認するものであり、検定を受けた型式

と同一の型式の遊技機であることの確認を受ければ、風俗営業の許

可又は変更承認を受けることができるため、同一の機種の遊技機を

大量に製造し又は販売する製造業者や輸入業者にとっては、事実上

必要不可欠の手続である。検定の有効期間は、公安委員会による当

該型式が技術上の規格に適合している旨の検定の公示（検定規則９

条１項）の日から３年間である（検定規則１０条）。 

（３）ぱちんこ屋等営業者は、その設置する遊技機の増設、交替そ

の他の変更をする場合には、あらかじめ公安委員会の承認を受けな

ければならない（同法２０条１０項、９条１項）。 

（４）上記（３）の変更の承認を受けようとするぱちんこ屋等営業

者は、所定の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければな

らないところ（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

施行規則（昭和６０年国家公安委員会規則第１号。以下「風営法施

行規則」という。）１９条１項）、認定機を設置する場合には、当

該認定機が認定を受けたものであることを証する書類を添付しなけ

ればならず（風営法施行規則１９条２項、風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関す
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る内閣府令（昭和６０年総理府令第１号。以下「内閣府令」とい

う。）１条１１号イ）、検定機を設置する場合には、〔１〕その遊

技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類及び

〔２〕その遊技機の製造業者若しくは輸入業者又は公安委員会が遊

技機の点検及び取扱いを適正に行うに足りる能力を有すると認める

者が作成した書面で、当該遊技機が〔１〕の書類に係る型式に属す

るものであることを疎明するものを添付しなければならない（風営

法施行規則１９条２項、内閣府令１条１１号ハ。以下、同号ハが規

定する上記〔２〕の書面を「本件添付書面」という。）。 

２　パチンコホール営業の広告及び宣伝の規制 

　ぱちんこ屋等営業者（風俗営業者）は、その営業につき、営業所

周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は

宣伝をしてはならない（風営法１６条）。 

３　独占禁止法 

（１）差止請求 

　独占禁止法８条５号又は１９条の規定に違反する行為によってそ

の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより

著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵

害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者

若しくは事業者団体に対し、その侵害の停止又は予防を請求するこ

とができる（同法２４条）。 

（２）不公正な取引方法の禁止 

　事業者団体は、事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせ

るようにすること（独占禁止法８条５号に該当する行為）をしては

ならない（同条柱書き）。 

（３）不公正な取引方法 
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　独占禁止法において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいず

れかに該当する行為をいう（独占禁止法２条９項）。 

１号　正当な理由がないのに、競争者と共同して、次の各号のいず

れかに該当する行為をすること。 

イ　ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しく

は役務の数量若しくは内容を制限すること。 

ロ　他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給

に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。 

２号～６号（略） 

（４）事業者団体 

　独占禁止法において「事業者団体」とは、事業者としての共通の

利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又

はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む（同法２条２

項）。 

１号・２号（省略） 

３号　二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の

事業者の結合体 
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別紙２　争点に関する当事者の主張の要旨 

１　争点１（本件措置に対する独占禁止法適用の可否）について 

（債務者東遊商の主張） 

（１）風営法は、善良な風俗を保持することを目的とするのに対

し、独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進し、一般消費者の利

益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進する

ことを目的とするものであって、両者は法の事項的適用範囲を異に

する。また、独占禁止法は、全ての分野ないし業種に適用される一

般法であるところ，風営法は、風俗営業分野に限定される特別法と

位置づけられるから、特別法である風営法の規律が独占禁止法のそ

れに優先する。したがって、風営法の規律する分野においては、独

占禁止法違法は成立しない。そして、風営法が設置を禁じる遊技機

に係る取引は、独占禁止法上の保護に値するものでない。 

（２）平成２９年９月の規則改正により、出玉基準の見直しが行わ

れ、著しく射幸性の高い旧規則機の設置は、善良な風俗を保持する

という観点から許されないこととなった。当該規則改正について

は、経過措置期間が設けられたものの、その趣旨は、専ら即時撤去

による混乱を避け、一定期間内のその円滑な撤去を図るためのもの

であり、当該期間内は撤去が終わっていなくても行政処分等の対象

にはしないとしたものにすぎず、旧規則機は善良な風俗を保持する

という観点からもはや設置が許されないという法的な判断が下され

たことに変更はない。　 

（３）したがって、経過措置期間経過前であっても、風営法上、旧

規則機の設置が許されないという判断がとられており、本件措置

は、これに則ったもので同法の規律に属するものであるから、経過

措置期間が経過した後において業界団体が旧規則機の取引を規制す
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る取り決めを行った場合と全く同様に、独占禁止法の対象となる事

項的範囲に属さない、あるいは独占禁止法の保護に値する競争の問

題には当たらない。したがって、独占禁止法の適用はない。 

（債権者らの主張） 

　旧規則機に係る経過措置規定は、旧規則機の設置の適法性や法的

保護の範囲について従前の例によるとしていることから、経過措置

期間の満了まで旧規則機を使用することは正当な利益であって、法

令の改正後に違法になる行為を改正前の規律に従って経過措置期間

中に行うことが全て違法となるわけではない。また、法令の改正後

に違法になる行為を競争手段として用いる競争においても、その経

過措置期間中であれば、当該競争を制限することが独占禁止法上の

違法になり得ることは明らかである。 

２　争点２（本件措置の独占禁止法２条９項１号イ所定の供給拒絶

該当性）について 

（債権者らの主張） 

　Ｚは、債権者らに対し、令和２年１０月１９日及び同月２１日、

保証書作成及び打刻申請の業務を行うことができない旨を通告し

た。保証書作成及び打刻申請は、中古遊技機の設置のために行われ

る変更承認申請に必要なものであり、債権者らからみると、遊技機

販売業者であるＺからパチンコホール営業者の債権者らに供給され

る役務であるといえる。したがって、これを拒否することとなる本

件措置は、独占禁止法２条９項１号イの「供給を拒絶し（た）」に

該当する。 

（債務者らの主張） 

　Ｚの行う保証書作成及び打刻申請は、中古遊技機の移動の際の公

安委員会に対する変更承認申請の手続において、中古遊技機の流通
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健全化を目的として中古機流通協議会が定めた自主的ルールに関す

るものであり、仮にＺが債権者らに対してこれらを拒絶した事実が

あったとしても、Ｚの保証書作成及び打刻申請が債権者らに供給さ

れる役務に該当するものではない。したがって、本件措置は、独占

禁止法２条９項１号イの「供給を拒絶し（た）」には該当しない。 

３　争点３（本件措置の独占禁止法２条９項１号所定の共同行為該

当性）について 

（債権者らの主張） 

　令和２年５月２１日、遊技機販売業者が加盟する団体を構成員と

する６団体代表者会議において、中古機流通協議会が策定した旧規

則機の自主撤去スケジュールを遵守する旨の誓約書を提出しない

ホール営業者に対して遊技機販売業者団体として保証書の発行を留

保する旨が合意された。その後、同年９月２５日、保証書作成に密

接に関連する確認証紙の発行について、中古機流通協議会が、全商

協及び債務者回胴遊商に対して、誓約書未提出ホール営業者に対す

る確認証紙の発行を留保することを要請し、それを受けて、債務者

東遊商及び債務者回胴遊商は、それぞれの組合員（Ｚも含まれ

る。）に対し、誓約書未提出ホール営業者に対しては確認証紙の発

行を留保することを通知した。また、その際、誓約書未提出ホール

営業者の情報についても通知された。さらに、債務者東遊商の理事

長は、Ｚの代表取締役に対し、直接に、誓約書を提出していない債

権者らからの中古遊技機の点検確認及び保証書作成の依頼を拒否す

るよう要請しており、同様の要請が他の遊技機販売業者に対しても

行われていることがうかがわれるところ、遊技機販売業者が、債務

者らからの上記要請を拒否した場合には、債務者らから除名処分を

受け、その事業の継続が困難になる可能性がある。 
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　このような事情に照らすと、Ｚとその競争者である他の販売業者

との間で、債権者らからの保証書作成及びこれと併せて行う打刻申

請に係る業務を行わないことについて、相互に認識ないし予測し、

これを認容して歩調をそろえる意思が存在しているといえる。 

　したがって、Ｚは、「競争者と共同して」（独占禁止法２条９項

１号）債権者らに対する保証書作成及び打刻申請の業務を拒否して

いる。 

（債務者らの主張） 

　債務者らは、申請書類への打刻及び確認証紙の発行ができないと

通知しただけであって、遊技機販売業者が保証書を作成することそ

れ自体を制限したことはない。単に、販売業者が保証書を作成した

としても、確認証紙の発給や協議会印の打刻ができないだけであ

る。また、保証書作成に応じた遊技機販売業者が除名処分を受ける

ことはない。 

　したがって、Ｚや他の遊技機販売業者が共同して債権者らに対す

る保証書作成及び打刻申請を拒絶していることはない。 

４　争点４（本件措置の正当な理由（独占禁止法２条９項１号）の

有無）について 

（債権者らの主張） 

（１）保証書作成、打刻申請及び確認証紙の発行は、中古遊技機の

設置を行うために必要な公安委員会による変更承認を受けるに当た

り不可欠のものであり、債権者らは、それらに係る業務を地区遊商

又は債務者回胴遊商に加盟している遊技機販売業者に委託しなけれ

ばならない。そのため、債務者らに組合員として加盟している遊技

機販売業者がこのような業務を拒絶すれば、債権者らは公安委員会
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による変更承認を受けることができず、中古遊技機を設置すること

が不可能になる。 

　パチンコホール事業においては、ユーザーにとって魅力のある稼

働率の高い遊技機を店舗に取り揃えているかどうかがユーザーの店

舗選択に大きな影響を与えており、稼働率が低下した遊技機を速や

かに入れ替えることにより店舗全体の稼働率を高めることがユー

ザー獲得のための重要な競争手段となっている。そのため、債権者

らにおいて、中古遊技機の設置が今後できないとなると、設置後期

間が経過するなどして稼働率が低下した多く遊技機を入れ替えるこ

とができず、パチンコホール事業市場において競争上不利な立場に

置かれることとなる。 

　さらに、遊技機メーカーの加盟する団体である日工組及び日電協

は、誓約書未提出ホール営業者への新台の販売を制限しようとして

おり、現に、債権者らは、新台販売拒絶の連絡を複数の遊技機製造

業者から受けている。 

　このように、債権者らにおいては、中古遊技機の調達ができない

分を新台の調達によって賄うことが困難な状況の下で、債務者ら

が、加盟する遊技機販売業者をして、中古遊技機を設置できない状

態を作出させることは、パチンコホール事業市場の公正な自由競争

を著しく阻害するものである。 

（２）債務者らは、中古遊技機の設置の際に遊技機メーカーから保

証書の発行を受ければよい、検定機ではなく認定機の移動が可能で

ある、新台の設置ができるから問題がないなどと主張するが、パチ

ンコ遊技機については、メーカーが保証書を発行することはなく、

パチスロ遊技機についても、一部のメーカーがこれを行っていると

しても、一部にしかすぎないのであるから、取扱主任者による保証
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書作成という手法に代替するものとはいえない。認定機の移動は同

一の都道府県内における同一事業者の店舗間でのみ行うことがで

き、検定機である中古遊技機の調達に代替するものではない。新台

の設置については、上記のとおり、誓約書未提出パチンコホール営

業者に対しては売却が制限されている状況である。 

　また、債務者らは、旧規則機が射幸性が高く、これを設置してい

る債権者らはユーザー獲得競争上有利な立場にあるなどと主張する

が、旧規則機の全てが射幸性が高いわけではなく、パチンコホール

に訪れるユーザーは、必ずしも射幸性の高い遊技機だけを狙ってき

ているのではなく、遊技機の演出等を楽しみにしているユーザーも

数多くいる。したがって、本件撤去計画に従わないということだけ

で、これに従っているパチンコホール営業者と比較してユーザー獲

得競争上有利な立場にいるということにはならない。 

（３）保証書作成及び打刻申請の拒否という本件措置は、本件撤去

計画に従わないパチンコホール営業者への制裁の目的で行われてい

る。そして、本件撤去計画は、〔１〕射幸性抑止の観点から旧規則

機を速やかに撤去する必要がある、〔２〕パチンコホール営業者が

法令上の設置期限まで旧規則機の設置を継続した場合、法令上の設

置期限の直前に使用済遊技機の廃棄が集中するおそれがあり、その

回収に混乱が生ずるため、これを避ける必要があるとの考えから策

定されたものである。しかし、上記〔１〕については、旧規則機は

法令上の設置期限が到来すれば全て撤去されることが予定されてお

り、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって遊技機の

稼働率が低下し、パチンコホール営業者の資金力が減少している現

状において、法令上の設置期限より早期に旧規則機を撤去させてま

で射幸性の抑止を達成すべき急迫の必要性はない。上記〔２〕につ
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いては、パチンコホール営業者は、保有する旧規則機の全て法令上

の設置期限まで設置するものではなく、実際には、旧規則機のうち

稼働率の高いもの以外は法令上の設置期限を待たずに撤去すること

になるため、使用済遊技機の廃棄集中のおそれがそれほど高いかは

疑問がある。 

　したがって、本件撤去計画の要請及びこれに従わない場合の制裁

としての本件措置は、パチンコホール事業市場における公正な自由

競争を著しく阻害してまで行う実益があるものとまではいえず、目

的の正当性がない。 

（４）仮に目的の正当性が認められたとしても、法令上の設置期限

を経過した旧規則機については、一定期間倉庫に保管することに

よって廃棄の集中を避けることが可能である上、都道府県遊協が各

組合員に使用済遊技機の廃棄台数及び廃棄の見込時期を提出させ、

合理的な廃棄計画を定めるよう指導や調整をすることなどによって

も、使用済遊技機の廃棄の集中ないし回収時の混乱防止は可能であ

る。また、旧規則機か否かにかかわらず、あらゆる中古遊技機を対

象としてその移動用の確認証紙の発行を留保し、販売業者をして保

証書作成及び打刻申請に係る取引を拒絶させるという制裁は、手段

として過度に広範かつ強力であり、相当性を欠く。 

（５）よって、保証書作成及び打刻申請に係る取引の拒絶という本

件措置に、「正当な理由」（独占禁止法２条９項１号）はない。 

（債務者らの主張） 

（１）保証書作成や打刻申請が問題となるのは、中古遊技機の中で

も検定機だけであり、債権者らが大量に保有する認定機は保証書や

打刻がなくとも移動手続ができるのであり、また、検定機において
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も、遊技機メーカーに保証書を作成してもらえれば中古機流通協議

会の打刻なくして移動手続が可能である。 

　債権者らは、遊技機は設置後期間が経過することによって稼働率

が低下するとの主張を前提に、中古遊技機の設置ができないことに

よる遊技機の入替えができないことによって生ずる不利益について

主張するが、債権者らが、射幸性が高く、それゆえに稼働率ないし

粗利益率も高くなる旧規則機を入れ替えることなく設置し続けるこ

ととなれば、債権者らは、本件撤去計画に従って旧規則機を撤去す

る他のホール営業者と比較して、ユーザー獲得上有利な立場にある

のであるから、本件措置がパチンコホール事業市場における公正な

自由競争に与える影響が大きいとはいえない。 

　そもそも、当初経過措置期間は３年間であって、同期間が満了す

るまでに旧規則機を撤去する必要があったのであり、本件経過措置

期間改正によってこれが１年間延長されたのは、新型コロナウイル

ス感染症の流行によって、旧規則機の入替えが円滑に進まず、ま

た、ホール営業者の経済的苦境の状況のもと、業界団体が一丸と

なって、自主的な計画的撤去を行うことを前提に、規制官庁である

警察庁と折衝した結果実現したものである。したがって、そもそも

本件経過措置期間満了日まで旧規則機を設置し続けることは、独占

禁止法上保護されるべき利益とはいえず、パチンコホール事業市場

における公正な自由競争に与える影響が大きいとはいえない。 

（２）射幸性の高い旧規則機を早期に撤去させることは、風営法の

趣旨、出玉基準の見直しに係る平成３０年２月の規則等の改正の趣

旨に沿うものである。また、業界全体の取り組みとして旧規則機を

計画的な撤去計画を定めて遂行していくことを前提に、経過措置期

間が１年間延長された。そのような計画的な撤去計画がないまま各
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ホール営業者に法令上の設置期限まで旧規則機の使用継続を許した

場合には、当該期限に大量の遊技機の廃棄が生ずることとなり、不

法投棄等の問題が生ずるおそれがある。現に、パチンコ業界におい

ては、過去に、大量の遊技機の撤去が生じた際に、一部について適

正な廃棄処理がされず、ホール営業者の敷地内において野積みされ

るなどして、社会問題となった例がある。そのような事態が生ずる

ことを避け、旧規則機の早期かつ計画的撤去を図ろうとする本件措

置の目的は正当である。 

（３）パチンコホール営業者が、本件撤去計画に従う旨の誓約書を

提出しない場合、当該営業者は、速やかな旧規則機の入替えの実施

を行うつもりがない旨を対外的に表明しているといえる。したがっ

て、誓約書を提出しないホール営業者に対して、旧規則機の移動に

係る保証書作成の留保及び打刻申請を拒否するという本件措置は、

旧規則機の入替えに応じるつもりのないホール営業者による旧規則

機の移動に制限をかけることができる点で、規則改正の趣旨に合致

するのであり、内容として合理的である。 

（４）本件撤去計画は、旧規則機の中でもパチスロ遊技機について

は、射幸性の程度に応じて３分類に分けて、それぞれに期限を定め

てルールを設定したものであり、旧規則機を保有するホール営業者

の利益にも十分配慮したものであった。また、本件措置は、令和２

年５月２１日から本件撤去計画に従う旨の誓約書を提出するように

促し、９９％を超えるホール営業者がその提出に応じている中、債

権者らが誓約書を提出しなかったことから、同年１０月から旧規則

機を撤去しない形で中古遊技機の入替えに対して確認証紙の発行を

留保することに至ったのであり、このように本件撤去計画の表明か

ら本件措置の発動までに約５か月の猶予期間があった。 
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　保証書作成や打刻申請が問題となるのは、中古遊技機の中でも検

定機だけであり、債権者らが大量に保有する認定機は保証書や打刻

がなくとも移動手続ができるのであり、また、検定機においても、

製造業者に保証書を作成してもらえれば中古機流通協議会の打刻な

くして移動手続が可能であるから、過度に広範かつ行き過ぎた制裁

ではない。 

　検定機に係る保証書作成留保についても、そこで執られる手段

は、業界団体による旧規則機の計画的撤去に協力しない事業者に対

し、事業者団体が自主的に提供している、公安委員会の承認が得ら

れやすくなるために用意した仕組みを利用できなくするというもの

に過ぎない。債権者らは、そのような仕組みを利用せずに、自力で

法の求める承認申請の要件を証明する道は残されている。 

　債権者らが代替手段として主張する各組合員に使用済遊技機の廃

棄台数及び廃棄の見込み時期を提出させ、合理的な廃棄計画を定め

るよう指導ないし調整することは、その煩雑さゆえに現実的な手段

となりえない。また、調整した結果、旧規則機を法令上の期限間際

まで使用できるホールと、速やかに撤去しなければならないホール

とが生ずるのであって、不公平を生むことになるし、当該調整にす

ら応じないホールが出た場合には、結局当該ホールのために本件措

置のように別途対応を余儀なくされるのであるから、債権者ら主張

の代替手段は実効的ではない。 

５　争点５（債務者らによる本件措置の勧奨行為（独占禁止法８条

５号）の有無）について 

（債権者らの主張） 

（１）債務者東遊商が構成員である全商協及び債務者回胴遊商は、

その他の関係団体とともに、６団体代表者名義で、誓約書未提出
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ホールに対して保証書の発行を留保することを合意した。保証書作

成は、遊技機販売業者に所属する取扱主任者が行うところ、実務

上、保証書を変更承認申請の添付書類として用いるためには、遊技

機販売業者が債務者東遊商又は債務者回胴遊商に対して打刻申請を

行い、協議会印の打刻を受ける必要がある。したがって、上記の合

意は、保証書への打刻をしないことによって遊技機販売業者による

保証書の発行を実質的に不可能にすることを意味し、遊技機販売業

者に対し、誓約書未提出ホールのために保証書作成及び打刻申請を

行わないように要請しているものといえる。 

（２）また、債務者らは、組合員の遊技機販売業者に対し、誓約書

未提出ホール営業者に対する確認証紙の発行を留保することを通知

した。確認証紙は、設置された中古遊技機に貼付することによっ

て、当該中古遊技機の点検確認がされたことを事後的に証明するも

のである。したがって、実務上、確認証紙の発行と、変更承認申請

の際に点検確認がされたことを債務者らが証明する趣旨で行われる

保証書への打刻は、セットで行われている。したがって、確認証紙

の発行の留保をもって、保証書への打刻についても債務者らが留保

することが想定され、その場合、遊技機販売業者による保証書の発

行は実質的に不可能になる。 

（３）さらに、仮に遊技機販売業者が保証書作成及び打刻申請の拒

否に係る債務者らの要請を無視した場合には、当該遊技機販売事業

者が組合の事業を妨げ又は妨げようとしたことを理由として、当該

事業者を除外する可能性がある。 

（４）したがって、事業者団体である債務者らが、遊技機販売事業

者に対して共同の取引拒絶という不公正な取引方法である本件措置
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を勧奨していることは明らかであり、債務者らの上記勧奨行為は独

占禁止法８条５号に該当する。 

（債務者らの主張） 

（１）債務者らが、Ｚやその他の遊技機販売業者に対し、債権者ら

に対して保証書作成や打刻申請を拒絶するように働きかけを行った

ことはない。また、保証書作成や打刻申請を行った場合に当該遊技

機販売業者が除名処分となることもなく、債務者らがそのようなお

それがあると示唆したこともない。仮に遊技機販売業者が保証書作

成の依頼を受けてこれを作成しても、債務者らにおいて協議会印の

打刻や確認証紙の発行を留保するというだけである。 

（２）したがって、債務者らによる本件措置の勧奨行為はない。 

６　争点６（著しい損害のおそれの有無）について 

（債権者らの主張） 

（１）債権者らにおいて、本件措置により営業所への中古遊技機の

設置ができない状況が継続すると、既に納品が確定している新台に

より一部の遊技機の入替えを行うことができるとしても、債権者ら

が展開する３１店舗のうち、令和２年１１月６日時点から約６０日

後には、債権者らにおいて遊技機を設置してから撤去するまでの平

均日数である２００日を超える遊技機が全体に占める割合が、全店

平均で７９・６％となり、店舗に設置されている遊技機の大部分

が、従来では稼働率の低い遊技機に位置づけられるようなもので占

められることとなる。さらに、同時点から約６０日後には、７店舗

が、９０日後には９店舗が、１２０日後にも９店舗が、３６０日後

には１８店舗が赤字となる見込みであり、このままでは、債権者ら

がこれらの店舗を閉店して、当該地域におけるパチンコホール事業

から撤退することが合理的に見込まれる。 
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（２）このような場合、債権者らは、一定数の地域においてパチン

コホール事業から撤退することにより、本来であれば長期間にわ

たって得続けることができたはずの収益を全て失うことになり、そ

して店舗を存続させパチンコホール営業を維持する地域において

も、その競争力が著しく減退することになる結果、債権者らがパチ

ンコホール事業市場から事実上排除されるほどの回復し難い損害が

生ずるおそれがあるといえる。さらに、ある地域におけるパチンコ

ホール事業から一旦撤退した場合には、当該地域に再参入すること

は著しく困難であるから、中古遊技機を設置できる状況が将来再び

生ずるとしても、現時点において、これを差止めなければ債権者ら

の利益が確保されることにはならない。 

（３）したがって、債権者らは、本件措置により独占禁止法２４条

所定の「著しい損害」が生ずるおそれがある。 

（債務者らの主張） 

（１）債権者Ｘ１が経営する店舗では、新型コロナウイルス感染症

の流行前の令和２年において、７か月間で店舗内にある遊技機全体

の３分の１以下の交換にとどまっており、２００日程度での入替え

が行われているとはいえない。また，パチンコホール業界全体にお

いては、近年の入替回転率（遊技機入替台数を設置台数で除して得

た数）は、０・４にすぎない（すなわち、１年で全体の４０％の台

を交換している。）。したがって、２００日で入替えをしないと損

害が発生するということはない。 

（２）そもそも、債権者らは、９９％を超えるパチンコホール営業

者が、本件撤去計画に従っている中、未だに射幸性の高いパチスロ

回胴式遊技機をはじめとする旧規則機をホールに設置して稼働させ

ているのであり、他のホール営業者との比較において圧倒的にユー
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ザー獲得上有利な立場にある。結局、債権者らが著しい損害として

主張するものは、高射幸性パチスロ遊技機を手元に置きながら稼働

率の落ちた新規則機の入替えができないことによる利益の減少とい

うものにすぎない。　 

　債権者らが本件措置によって中古遊技機の移動を制限されている

ものは、検定機だけであり、認定機は対象となっておらず、また、

少なくともパチスロ遊技機については、製造業者に保証書を発行し

てもらう方法で中古遊技機の移動をすることができる。さらに、債

権者らは、誓約書を提出しなくとも、本件撤去計画で定められた期

限が到来した旧規則機を全て撤去すれば、本件措置の発動を回避す

ることができる。 

（３）したがって、本件措置によって債権者らに著しい損害が生ず

るおそれはない。 

７　争点７（保全の必要性の有無）について 

（債権者らの主張） 

　上記６（債権者らの主張）で述べたとおり、本件措置によって債

権者らに著しい損害が生ずることが明らかであるところ、本件の事

実関係を踏まえると、本案によって差止めを求めていれば、このよ

うな著しい損害が現実化することも明日である。したがって、被保

全権利について債権者らに生ずる著しい損害を避けるために当該権

利を保全する必要があり、保全の必要性はある。 

（債務者らの主張） 

　仮の地位を定める仮処分の申立てにおける保全の必要性は、債務

者の被る不利益に比べ、仮処分によって防止しようとする債権者の

損害が著しく大きいものであることが必要となる。 

42



2021-03-30遊技機東京地決

　本件では、債権者らの主張する損害は、中古遊技機の入替えがし

にくくなることによって被る経済的な損失である一方で、債務者ら

の被る損害は、債務者らの規制官庁である警察庁からの信頼の喪失

や、射幸性の高い旧規則機の残存及び猶予期間終了時点に大量に発

生する旧規則機の廃棄の問題という社会的、公的な損害である。 

　したがって、このような債務者らの被る不利益に比べ、本件申立

てによって防止しようとする債権者らの損害が著しく大きいといえ

ないことは明らかであり、保全の必要性はない。 

以上 
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